
目
　
　
　
　
　
次

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
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１

ペ
ー
ジ

告
　
示

◯
化
製
場
等
に
関
す
る
法
律
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
区
域
の
指

定
（
一
〇
三
・
生
活
衛
生
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

◯
国
土
調
査
の
指
定
（
一
〇
四
・
農
山
村
振
興
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
６

公
　
告

◯
一
般
競
争
入
札
の
実
施
（
消
防
学
校
）
二
件
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
７

◯
土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任
及
び
就
任
の
届
出
（
秋
田
地
域
振
興
局

農
林
部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
８

◯
県
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
計
画
の
決
定
（
秋
田
地
域
振
興
局
農
林

部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
８

教
育
委
員
会
訓
令

◯
秋
田
県
教
育
庁
職
員
等
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
（
一
・

教
育
庁
総
務
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
８

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

◯
個
人
演
説
会
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
の
指
定
（
一
二
）
…
…
８

秋
田
県
告
示
第
百
三
号

化
製
場
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
四
十
号
）
第
九
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
項
の
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
し
、
平
成
二
十

年
三
月
七
日
か
ら
施
行
す
る
。

化
製
場
等
に
関
す
る
法
律
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
地
域
の
指
定

（
昭
和
四
十
七
年
秋
田
県
告
示
第
六
十
七
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
七
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

告
　
　
　
　
　
　
示町

　
又
　
は
　
字

下
花
輪
　
中
花
輪
　
上
花
輪
　
馬
場
　
上

市
町
村

鹿
角
市

大
　
　
字

花
輪

野
馬
場
　
八
正
寺
　
下
中
島
　
上
中
島

堰
向
　
新
田
町

押
出
　
三
ノ
丸
　
下
小
路
　
古
下
タ
　
城

ノ
下
　
上
陣
場
　
下
陣
場
　
中
陣
場
　
南

陣
場
　
弁
天
崎
　
毛
馬
内
　
柏
崎
　
休
堂
　

下
寄
熊

焼
山
下
タ

五
ノ
岱
の
う
ち
五
十
三
番
地
の
一
　
中
岱
　

荒
瀬
　
湯
ノ
岱
　
湯
の
岱
一
丁
目
　
湯

の
岱
二
丁
目
　
上
ノ
湯
　
上
の
湯
一
丁
目
　

上
の
湯
二
丁
目
　
川
原
ノ
湯
　
中
田

大
湯
　
下
ノ
湯

湯
瀬
　
湯
瀬
一
羽
根
　
湯
瀬
湯
端

桂
城
　
金
坂
　
金
坂
後
　
八
幡
　
赤
館

部
垂
町
　
桜
町
　
桜
町
南
　
相
染
沢
中
岱
　

向
町
　
一
心
院
南
　
谷
地
町
　
谷
地
町

後
　
長
倉
　
三
の
丸
　
古
川
町
　
長
木
川

南
　
鉄
砲
場
　
大
町
　
御
成
町
一
丁
目

御
成
町
二
丁
目
　
御
成
町
三
丁
目
　
御
成

町
四
丁
目
　
御
成
町
五
丁
目
　
中
道
一
丁

目
　
中
道
二
丁
目
　
中
道
三
丁
目
　
清
水

一
丁
目
　
清
水
二
丁
目
　
清
水
三
丁
目

清
水
四
丁
目
　
清
水
五
丁
目
　
土
飛
山
下
　

大
館
　
御
坂
　
幸
町
　
常
盤
木
町
　
北

神
明
町

中
神
明
町

南
神
明
町

七
曲
岱

八
幡
沢
岱
　
新
町
　
中
町
　
馬
喰
町
　
柄

沢
　
象
ヶ
鼻
　
扇
田
道
下
　
東
台
一
丁
目
　

東
台
二
丁
目
　
東
台
三
丁
目
　
東
台
四

丁
目
　
東
台
五
丁
目
　
東
台
六
丁
目
　
東

台
七
丁
目
　
有
浦
一
丁
目
　
有
浦
二
丁
目
　

有
浦
三
丁
目
　
有
浦
四
丁
目
　
有
浦
五

丁
目
　
有
浦
六
丁
目
　
観
音
堂
　
城
西
町
　

豊
町
　
住
吉
町
　
小
館
町
　
長
根
山
下
　

水
門
町
　
水
門
前
　
館
下
　
泉
町
　
青

葉
町
　
根
下
戸
新
町
　
釈
迦
内
　
板
子
石

境
　
小
釈
迦
内
道
上
　
小
釈
迦
内
道
下

大
館
市

十
和
田
毛
馬
内

十
和
田
岡
田

十
和
田
大
湯

八
幡
平

片
山
町
一
丁
目
　
片
山
町
二
丁
目
　
片
山

町
三
丁
目
　
美
園
町
　
根
下
戸
町
　
根
下

戸旭
町
　
伊
勢
町
　
大
町
　
材
木
町
　
住
吉

町
　
花
園
町
　
東
横
町
　
松
葉
町
　
宮
前

町
　
元
町
　
米
代
町

愛
宕
下
　
帰
道
　
上
家
下
　
北
家
後
　
北

中
家
下
　
小
中
岱
　
小
沼
　
下
家
下
　
南

中
家
下
　
西
石
ノ
巻
　
西
大
柳
岱
　
西
上

綱
　
西
屋
敷
　
東
石
ノ
巻
　
東
大
柳
岱

東
上
綱
　
東
中
岱
　
細
田
　
本
屋
敷

清
助
町
　
富
町
　
畠
町
　
柳
町
　
上
町

御
指
南
町
　
盤
若
町
　
万
町
　
大
町
　
萩

の
台
　
明
治
町
　
住
吉
町
　
追
分
町
　
東

町
　
元
町
　
南
元
町
　
若
松
町
　
浜
通
町
　

川
反
町
　
日
吉
町
　
大
手
町
　
末
広
町
　

西
通
町
　
景
林
町
　
栄
町
　
通
町
　
松

美
町
　
昭
南
町
　
青
葉
町
　
花
園
町
　
中

和
一
丁
目
　
中
和
二
丁
目
　
出
戸
本
町

緑
町

日
和
山
下
の
一
部
　
中
川
原
　
赤
沼

後
谷
地
　
寺
向
の
一
部
　
中
谷
地
の
一
部
　

新
山
前
　
中
関
　
下
関
の
一
部
　
機
織

轌
ノ
目
　
一
本
木
　
宮
ノ
前
　
悪
戸
　
中

悪
戸
　
仁
井
田
白
山
　
下
悪
戸
　
東
赤
沼
　

西
赤
沼
　
下
野
の
一
部
　
下
柳
の
一
部
　

下
内
崎
　
中
柳
の
一
部
　
下
瀬
の
一
部
　

西
大
瀬
　
大
瀬
儘
下
の
一
部
　
東
大
瀬
　

藤
山
　
養
蚕
　
養
蚕
脇
　
鳥
小
屋
の
一

部
　
上
柳
　
中
嶋
　
田
子
向
　
長
崎
の
一

部
　
上
古
川
布
　
寿
域
長
根
　
昇
平
岱

鳳
凰
岱
の
一
部
　
不
老
岱
の
一
部
　
十
州

崎
　
豊
祥
岱
　
芝
童
森
　
彩
霞
長
根
　
砂

留
山
の
一
部
　
高
塙
の
一
部
　
松
長
布
の

北
秋
田

市能
代
市

比
内
町
扇
田

鷹
巣

能
代
町
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一
部
　
出
戸
後

鰄
渕
　
古
川
反
　
下
悪
戸
　
古
屋
布
の
一

部
　
新
中
島
　
家
後
　
家
ノ
下
　
四
郎
兵

衛
崎
　
中
嶋
古
屋
布
　
一
本
柳
の
一
部

亥
ノ
台
の
一
部

道
地
家
下
の
一
部
　
道
地
悪
戸
の
一
部

山
下
の
一
部
　
田
中
　
道
地
の
一
部
　
伊

勢
堂
前
の
一
部
　
塚
下
　
中
田
表
の
一
部
　

柑
子
畑
　
扇
渕

上
野
　
上
野
越
　
ト
ト
メ
キ
　
上
野
起
上
　

平
影
野
の
一
部

上
谷
地
　
下
谷
地
　
下
前
田
　
落
合
　
綱

割
の
一
部
　
上
前
田
　
中
大
野
　
下
大
野
　

下
悪
土
　
砂
田
の
一
部
　
大
開
の
一
部
　

古
釜
谷
地
　
亀
谷
地
　
下
台
の
一
部

古
悪
土
　
中
大
野
台
　
下
釜
谷
地
　
上
釜

谷
地
　
上
悪
土

後
田
　
新
屋
布
の
一
部
　
上
大
須
賀
の
一

部
　
下
大
須
賀
の
一
部
　
前
山
　
大
須
賀

の
一
部

薄
井
　
比
井
野
　
五
千
苅
　
太
田
面
　
下

野
家
後
　
三
千
苅
　
上
野
　
下
野
川
端

下
野

す
べ
て
の
区
域

男
鹿
市

鰄
渕

扇
田

向
能
代

落
合

河
戸
川

二
ツ
井
町

船
川
港
増
川

船
川
港
女
川

脇
本
浦
田
　
脇

本
樽
沢
　
脇
本

百
川
　
戸
賀
浜

塩
谷
　
戸
賀
加

茂
青
砂
　
北
浦

北
浦
　
北
浦
相

川
　
北
浦
野
村
　

北
浦
表
町

北
浦
入
道
崎

新
浜
町
　
漆
畑
　
栄
町
　
船
川
　
柳
沢

小
沢
田
　
片
田
　
元
浜
町
　
鳥
屋
場
　
外

ヶ
沢
　
化
世
沢
　
親
道
　
泉
台
　
芦
沢

大
畑
台
　
越
名
坂
　
明
王
堂
前
　
苗
代
沢

鵜
ノ
崎

姫
ヶ
沢
　
金
川
　
留
山
　
上
ノ
山
　
金
川

台羽
立
　
大
巻
　
才
ノ
神
　
餅
ヶ
沢
　
神
明

堂
脇
　
住
吉
　
二
合
田
　
神
田
前

谷
地
端
　
滝
沢
　
森
越

脇
本
　
下
谷
地
　
内
郷
　
中
野
　
大
石
館
　

石
館
　
向
山
　
稲
荷
下
　
尼
池
　
兜
ヶ

崎
　
横
道
通
　
七
沢
　
前
野
　
飯
ノ
町

後
野
　
頭
名
地
　
曲
田
　
上
野
　
打
ヶ
崎
　

乍
木

大
倉
　
飯
ノ
森
　
丸
森
　
小
谷
地
　
野
田

戸
賀
　
小
沢

平
床
　
漁
元
崎

苗
代
沢
　
高
田
　
大
谷
地
　
水
上
沢
　
中

里
　
福
ノ
沢
　
隠
台
　
鍵
掛
地
　
一
ノ
森

下
　
草
木
原

大
場
沢
　
大
場
沢
下
　
中
台

上
谷
地
　
道
心
谷
地
　
街
道
下
　
街
道
上

一
本
木
　
屋
敷
　
槐
袋
　
城
ノ
後
　
鶴
巻
　

釈
迦
前
　
侭
ノ
内
　
蟹
沢
　
井
戸
沢

八
ツ
口
　

潟
上
市

船
越

船
川
港
船
川

船
川
港
南
平
沢

船
川
港
台
島

船
川
港
金
川

船
川
港
比
詰

船
川
港
仁
井
山

脇
本
脇
本

脇
本
富
永

戸
賀
戸
賀

戸
賀
塩
浜

北
浦
湯
本

野
石

飯
田
川
下
虻
川

虻
川
境
　
街
道
下
　
町
後
　
屋
布
　
汲
田
　

片
田
千
刈
田
　
堤
の
上
　
宮
の
前
　
小

橋
　
山
神
　
阿
弥
陀
堂
　
槐
川
端
　
高
田

イ
カ
リ
沖

下
畑
　

大
町
一
丁
目
　
大
町
二
丁
目
　
大
町
三
丁

目
　
大
町
四
丁
目
　
大
町
五
丁
目
　
大
町

六
丁
目
　
旭
北
栄
町
　
旭
北
寺
町
　
旭
北

錦
町
　
旭
南
一
丁
目
　
旭
南
二
丁
目
　
旭

南
三
丁
目
　
川
元
小
川
町
　
川
元
開
和
町
　

川
元
松
丘
町
　
川
元
む
つ
み
町
　
川
元

山
下
町
　
川
尻
上
野
町
　
川
尻
新
川
町

川
尻
総
社
町
　
川
尻
み
よ
し
町
　
川
尻
わ

か
ば
町
　
川
尻
大
川
町
　
川
尻
御
休
町
　

大
川
反

山
王
一
丁
目
　
山
王
二
丁
目
　
山
王
三
丁

目
　
山
王
四
丁
目
　
山
王
五
丁
目
　
山
王

六
丁
目
　
山
王
七
丁
目
　
山
王
新
町
　
山

王
中
園
町
　
山
王
中
島
町
　
山
王
沼
田
町
　

山
王
臨
海
町
　
高
陽
青
柳
町
　
高
陽
幸

町
　
保
戸
野
金
砂
町
　
保
戸
野
桜
町
　
保

戸
野
す
わ
町
　
保
戸
野
千
代
田
町
　
保
戸

野
鉄
砲
町
　
保
戸
野
通
町
　
保
戸
野
中
町
　

保
戸
野
八
丁
　
保
戸
野
原
の
町
　
泉
菅

野
一
丁
目
　
泉
菅
野
二
丁
目
　
泉
北
一
丁

目
　
泉
北
二
丁
目
　
泉
北
三
丁
目
　
泉
北

四
丁
目
　
泉
中
央
一
丁
目
　
泉
中
央
二
丁

目
　
泉
中
央
三
丁
目
　
泉
中
央
四
丁
目

泉
中
央
五
丁
目
　
泉
中
央
六
丁
目
　
泉
南

一
丁
目
　
泉
南
二
丁
目
　
泉
南
三
丁
目

泉
東
町
　
泉
御
嶽
根
　
泉
一
ノ
坪
　
泉
釜

ノ
町
　

登
木

千
秋
北
の
丸
　
千
秋
久
保
田
町
　
千
秋
公

秋
田
市

昭
和
大
久
保

昭
和
乱
橋

川
尻

泉
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園
　
千
秋
城
下
町
　
千
秋
中
島
町
　
千
秋

明
徳
町
　
千
秋
矢
留
町
　
中
通
一
丁
目

中
通
二
丁
目
　
中
通
三
丁
目
　
中
通
四
丁

目
　
中
通
五
丁
目
　
中
通
六
丁
目
　
中
通

七
丁
目
　
南
通
亀
の
町
　
南
通
築
地
　
南

通
み
そ
の
町
　
南
通
宮
田
　
楢
山
太
田
町
　

楢
山
大
元
町
　
楢
山
共
和
町
　
楢
山
金

照
町
　
楢
山
佐
竹
町
　
楢
山
登
町
　
楢
山

本
町
　
楢
山
南
中
町
　
楢
山
石
塚
町
　
楢

山
川
口
境
　
楢
山
愛
宕
下
　
楢
山
城
南
新

町
　
楢
山
古
川
新
町
　
楢
山
南
新
町
上
丁
　

楢
山
南
新
町
下
丁

寺
小
路

東
通
仲
町
　
東
通
観
音
前
　
東
通
館
ノ
越
　

東
通
明
田
　
東
通
一
丁
目
　
東
通
二
丁

目
　
東
通
三
丁
目
　
東
通
四
丁
目
　
東
通

五
丁
目
　
東
通
六
丁
目
　
東
通
七
丁
目

東
通
八
丁
目
　
手
形
か
ら
み
で
ん
　
手
形

休
下
町
　
手
形
新
栄
町
　
手
形
住
吉
町

手
形
学
園
町
　
手
形
田
中
　
手
形
山
崎
町

扇
田
　
大
沢
　
大
松
沢
　
才
ノ
浜
　
十
七

流
　
中
台
　
中
谷
地
　
西
谷
地
　
蛇
野

山
崎

手
形
山
西
町
　
手
形
山
南
町
　
手
形
山
中

町
　
手
形
山
北
町
　
手
形
山
東
町
　
旭
川

清
澄
町
　
旭
川
新
藤
田
東
町
　
旭
川
新
藤

田
西
町
　
旭
川
南
町
　
　
　

大
所
　
治
郎
沢
　
高
梨
台
　
中
山
台

家
ノ
前
　
後
田
　
鎌
ノ
沢
　
草
刈
場
　
菅

場
　
堀
尾
田
　
三
弁
作
　
　

境
内
川
原

赤
沼
　
家
ノ
下
　
碇
　
板
橋
添
　
大
袋

大
巻
　
鬼
頭
　
川
崎
　
小
沼
古
川
端
　
近

楢
山

手
形

新
藤
田

濁
川

添
川

広
面

藤
堰
添
　
推
子
　
高
田
　
堤
敷
　
釣
瓶
町
　

土
手
下
　
樋
ノ
上
　
樋
ノ
沖
　
樋
口

長
沼
　
鍋
沼
　
二
階
堤
　
糠
塚
　
野
添

蓮
沼
　
昼
寝
　
広
面
　
二
ツ
屋
　
宮
田

谷
地
沖
　
谷
地
田
　
谷
内
佐
渡
　
屋
敷
田

広
面
蛇
野

川
崎
　
境
田
　
鳥
越
　
糠
塚

横
森
一
丁
目
　
横
森
二
丁
目
　
横
森
三
丁

目
　
横
森
四
丁
目
　
横
森
五
丁
目
　
桜
一

丁
目
　
桜
二
丁
目
　
桜
三
丁
目
　
桜
四
丁

目
　
桜
ガ
丘
一
丁
目
　
桜
ガ
丘
二
丁
目

桜
ガ
丘
三
丁
目
　
桜
ガ
丘
四
丁
目
　
桜
台

一
丁
目
　
桜
台
二
丁
目
　
桜
台
三
丁
目

大
平
台
一
丁
目
　
大
平
台
二
丁
目
　
大
平

台
三
丁
目
　
大
平
台
四
丁
目
　
山
手
台
二

丁
目
　
山
手
台
三
丁
目
　

新
屋
大
川
町
　
新
屋
扇
町
　
新
屋
表
町

新
屋
栗
田
町
　
新
屋
比
内
町
　
新
屋
日
吉

町
　
新
屋
元
町
　
新
屋
沖
田
町
　
新
屋
前

野
町
　
新
屋
高
美
町
　
新
屋
渋
谷
町
　
新

屋
田
尻
沢
東
町
　
新
屋
田
尻
沢
中
町
　
新

屋
田
尻
沢
西
町
　
新
屋
勝
平
町
　
新
屋
寿

町
　
新
屋
松
美
町
　
新
屋
南
浜
町
　
新
屋

豊
町
　
新
屋
割
山
町
　
新
屋
朝
日
町
　
新

屋
松
美
ガ
丘
東
町
　
新
屋
松
美
ガ
丘
南
町
　

新
屋
松
美
ガ
丘
北
町
　
新
屋
勝
平
台

新
屋
北
浜
町

新
町
後
　
関
町
後

茨
島
一
丁
目
　
茨
島
二
丁
目
　
茨
島
四
丁

目
　
茨
島
五
丁
目
　
茨
島
六
丁
目
　
茨
島

七
丁
目
　
牛
島
東
一
丁
目
　
牛
島
東
二
丁

目
　
牛
島
東
三
丁
目
　
牛
島
東
四
丁
目

牛
島
東
五
丁
目
　
牛
島
東
六
丁
目
　
牛
島

東
七
丁
目
　
牛
島
西
一
丁
目
　
牛
島
西
二

丁
目
　
牛
島
西
三
丁
目
　
牛
島
西
四
丁
目

柳
田

新
屋

東
潟
敷

卸
町
四
丁
目
　
卸
町
五
丁
目
　
大
住
一
丁

目
　
大
住
二
丁
目
　
大
住
三
丁
目
　
大
住

四
丁
目
　
仁
井
田
福
島
一
丁
目
　
仁
井
田

福
島
二
丁
目
　
仁
井
田
二
ツ
屋
一
丁
目

仁
井
田
二
ツ
屋
二
丁
目
　
仁
井
田
潟
中
町
　

仁
井
田
蕗
見
町
　
仁
井
田
栄
町
　
仁
井

田
小
中
島
　
仁
井
田
新
田
一
丁
目
　
仁
井

田
新
田
二
丁
目
　
仁
井
田
新
田
三
丁
目

仁
井
田
本
町
一
丁
目
　
仁
井
田
本
町
二
丁

目
　
仁
井
田
本
町
三
丁
目
　
仁
井
田
本
町

四
丁
目
　
仁
井
田
本
町
五
丁
目
　
仁
井
田

本
町
六
丁
目
　
仁
井
田
目
長
田
一
丁
目

仁
井
田
目
長
田
三
丁
目
　
　
　
　
　
　
　

大
野
　
切
上
　
西
潟
敷

御
野
場
一
丁
目
　
御
野
場
二
丁
目
　
御
野

場
三
丁
目
　
御
野
場
四
丁
目
　
御
野
場
五

丁
目
　
御
野
場
六
丁
目
　
御
野
場
七
丁
目
　

御
野
場
八
丁
目
　
御
野
場
新
町
一
丁
目
　

御
野
場
新
町
二
丁
目
　
御
野
場
新
町
三

丁
目
　
御
野
場
新
町
四
丁
目
　
御
野
場
新

町
五
丁
目
　
御
所
野
下
堤
一
丁
目
　
御
所

野
地
蔵
田
二
丁
目
　
御
所
野
地
蔵
田
四
丁

目
　
御
所
野
地
蔵
田
五
丁
目
　
御
所
野
元

町
一
丁
目
　
御
所
野
元
町
二
丁
目
　
御
所

野
元
町
三
丁
目
　
御
所
野
元
町
四
丁
目

御
所
野
元
町
五
丁
目
　
御
所
野
元
町
六
丁

目
　
御
所
野
元
町
七
丁
目
　

八
橋
運
動
公
園
　
八
橋
本
町
一
丁
目
　
八

橋
本
町
二
丁
目
　
八
橋
本
町
三
丁
目
　
八

橋
本
町
四
丁
目
　
八
橋
本
町
五
丁
目
　
八

橋
本
町
六
丁
目
　
八
橋
新
川
向
　
八
橋
三

和
町
　
八
橋
田
五
郎
一
丁
目
　
八
橋
田
五

郎
二
丁
目
　
八
橋
大
道
東
　
八
橋
鯲
沼
町
　

八
橋
大
沼
町
　
八
橋
大
畑
一
丁
目
　
八

橋
大
畑
二
丁
目
　
八
橋
イ
サ
ノ
一
丁
目

牛
島
西

仁
井
田
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八
橋
イ
サ
ノ
二
丁
目
　
八
橋
南
一
丁
目

八
橋
南
二
丁
目
　
　
　
　

イ
サ
ノ

寺
内
油
田
一
丁
目
　
寺
内
油
田
二
丁
目

寺
内
油
田
三
丁
目
　
寺
内
堂
ノ
沢
一
丁
目
　

寺
内
堂
ノ
沢
二
丁
目
　
寺
内
堂
ノ
沢
三

丁
目
　
寺
内
蛭
根
一
丁
目
　
寺
内
蛭
根
二

丁
目
　
寺
内
蛭
根
三
丁
目
　
寺
内
鵜
ノ
木
　

寺
内
焼
山
　
寺
内
後
回
　
寺
内
児
桜
一

丁
目
　
寺
内
児
桜
二
丁
目
　
寺
内
児
桜
三

丁
目

イ
サ
ノ
　
三
千
刈
　
将
軍
野
　
通
穴

外
旭
川
八
幡
田
一
丁
目
　
外
旭
川
八
幡
田

二
丁
目
　
外
旭
川
八
柳
一
丁
目
　
外
旭
川

八
柳
二
丁
目
　
外
旭
川
八
柳
三
丁
目
　

大
畑
　
大
谷
地
　
梶
ノ
目
　
潟
堰
下
　
神

田
　
小
谷
地
　
在
家
　
三
後
田
　
三
千
刈
　

神
宮
田
　
田
中
　
朝
鮮
　
堂
ノ
前
　
鳥

谷
場
　
野
村
　
八
幡
田
　
前
谷
地
　
松
崎
　

水
口

土
崎
港
中
央
一
丁
目
　
土
崎
港
中
央
二
丁

目
　
土
崎
港
中
央
三
丁
目
　
土
崎
港
中
央

四
丁
目
　
土
崎
港
中
央
五
丁
目
　
土
崎
港

中
央
六
丁
目
　
土
崎
港
中
央
七
丁
目
　
土

崎
港
東
一
丁
目
　
土
崎
港
東
二
丁
目
　
土

崎
港
東
三
丁
目
　
土
崎
港
東
四
丁
目
　
土

崎
港
西
二
丁
目
　
土
崎
港
西
三
丁
目
　
土

崎
港
西
四
丁
目
　
土
崎
港
西
五
丁
目
　
土

崎
港
南
一
丁
目
　
土
崎
港
南
二
丁
目
　
土

崎
港
南
三
丁
目
　
土
崎
港
北
一
丁
目
　
土

崎
港
北
二
丁
目
　
土
崎
港
北
三
丁
目
　
土

崎
港
北
四
丁
目
　
土
崎
港
北
五
丁
目
　
土

崎
港
北
六
丁
目
　
土
崎
港
北
七
丁
目
　
土

崎
港
相
染
町
字
大
谷
地
　
土
崎
港
相
染
町

字
沖
谷
地
　
土
崎
港
相
染
町
字
堂
ノ
後

八
橋

寺
内

外
旭
川

土
崎
港
相
染
町
字
中
谷
地
　
土
崎
港
相
染

町
字
沼
端
　
将
軍
野
東
一
丁
目
　
将
軍
野

東
二
丁
目
　
将
軍
野
東
三
丁
目
　
将
軍
野

東
四
丁
目
　
将
軍
野
南
一
丁
目
　
将
軍
野

南
二
丁
目
　
将
軍
野
南
三
丁
目
　
将
軍
野

南
四
丁
目
　
将
軍
野
南
五
丁
目
　
将
軍
野

堰
越
　
将
軍
野
青
山
町
　
将
軍
野
桂
町

将
軍
野
向
山
　
港
北
新
町
　
港
北
松
野
町
　

飯
島
緑
丘
町
　
飯
島
美
砂
町
　
飯
島
松

根
西
町
　
飯
島
松
根
東
町
　
飯
島
文
京
町
　

飯
島
長
野
中
町
　
飯
島
長
野
本
町
　
飯

島
長
野
上
町
　
飯
島
穀
丁
　
飯
島
道
東
一

丁
目
　
飯
島
道
東
二
丁
目
　
飯
島
道
東
三

丁
目
　
飯
島
川
端
一
丁
目
　
飯
島
川
端
二

丁
目
　
飯
島
川
端
三
丁
目
　
飯
島
鼠
田
一

丁
目
　
飯
島
鼠
田
二
丁
目
　
飯
島
鼠
田
三

丁
目
　
飯
島
鼠
田
四
丁
目
　
飯
島
飯
田
一

丁
目
　
飯
島
飯
田
二
丁
目
　
飯
島
西
袋
一

丁
目
　
飯
島
西
袋
二
丁
目
　
飯
島
西
袋
三

丁
目
　
飯
島
新
町
一
丁
目
　
飯
島
新
町
二

丁
目
　
飯
島
新
町
三
丁
目
　
　
　
　

飯
島
水
尻
　
家
ノ
下
　
坂
道
端
　
長
山
下
　

鼠
田
尻
　
薬
師
田

金
足
追
分

美
倉
町
　
東
町
　
谷
地
町
　
赤
沼
下
道

花
畑
町
　
本
田
仲
町
　
表
尾
崎
町
　
桜
小

路
　
裏
尾
崎
町
　
中
堅
町
　
谷
山
小
路

油
小
路
　
中
横
町
　
上
横
町
　
桶
屋
町

鍛
冶
町
　
日
役
町
　
猟
師
町
　
後
町
　
大

町
　
中
町
　
肴
町
　
田
町
　
和
泉
町
　
古

雪
町
　
西
梵
天

石
脇
　
下
タ
畑
　

最
上
町
　
裏
町
　
柳
町
　
本
海
小
路

大
町
　
中
町
　
蔵
小
路
　
大
工
町
　
肴
町
　

由
利
本

荘
市

飯
島

石
脇

岩
城
亀
田
最
上

町岩
城
亀
田
大
町

地
蔵
坂
　
馬
場
町
　
　
　

亀
田
町
　
新
町
　
今
町
　
田
町
　
下
タ
町

愛
宕
町
　
徒
士
町
　
鷹
匠
町
　

内
道
川
　
水
飲
場
　
川
向
　
烏
森
　
馬
道
　

風
平
　
井
戸
ノ
沢
　
　
　

十
二
柳
　
西
野
　
日
渡
　
川
端
　
大
宮
田
　

ハ
ケ
ノ
下
　
田
の
尻
　
サ
ト
端
　
下
ア

ク
ト
　
古
館

水
上
　
八
森
　
八
森
下

田
中
町
　
館
町
　
矢
島
町

七
日
町
　
羽
坂
　
山
寺
　
下
山
寺
　
栩
木

田
　
熊
之
堂

大
川
原
　
間
木

前
郷
　
古
堀
　
滝
沢
館
　
家
岸
　
西
川
町
　

寺
ノ
下
　
家
岸
上
堤

高
磯
　
家
ノ
後

浜
田
　
水
上
　
午
ノ
浜

深
谷
地
　
前
谷
地
　
平
森
　
鳥
森
　
大
水

口
　
長
磯
　
狐
森
　
坪
貝
　
画
書
面
　
京

田
　
舟
橋
　
上
町
　
坂
ノ
下
　
田
角
森

中
町
　
旭
町
　
清
水
　
井
戸
尻
　
鳥
ノ
子

渕
　
宝
田
　
八
森
　
馬
飼
森
　
平
石
　
宮

田
　
幸
ノ
木
森
　
宮
ノ
前
　
行
ヒ
森
　
十

二
ノ
前
　
館
ヶ
森
　
清
水
尻
　
新
町
　
山

王
森
　
家
妻
　
石
橋
　
樋
ノ
口
　
天
ヶ
町
　

上
町
田
　
町
田
　
家
ノ
後
　
琴
浦
　
前

田
　
古
里
　
立
沢
　
堺
田
　
松
ヶ
沢
　
鴻

ノ
巣

に
か
ほ

市

岩
城
亀
田
町

岩
城
亀
田
愛
宕

町岩
城
内
道
川

岩
谷
町

矢
島
町
城
内

矢
島
町

矢
島
町
七
日
町

矢
島
町
元
町

前
郷

芹
田

三
森

平
沢
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家
ノ
浦
　
阿
部
堂
　
前
田
表
　
狐
森
　
谷

地
　
山
田
下
　
井
戸
尻
　
浜
中
　

岡
の
谷
地
　
十
二
林
　
金
浦
　
堀
切
　
塩

焚
浜
　
南
金
浦
　
上
林
　
鳥
長
根
　
木
ノ

浦
山
　
浜
ノ
田
　
備
中
　
川
尻
　
花
潟

頃
田
　

大
塩
越
　
下
浜
山
　
鷹
放
　
中
谷
地
　
象

潟
島
　
弁
天
島
　
中
橋
町
　
太
郎
町
　
塩

焼
島
　
才
ノ
神
　
一
丁
目
塩
越
　
二
の
丸
　

二
丁
目
塩
越
　
三
丁
目
塩
越
　
妙
見
下
　

入
道
島
　
浜
畑
　
四
丁
目
塩
越
　
冠
石

下
　
入
湖
ノ
澗
　
家
の
後
　
後
田
　
武
道

島
　
五
丁
目
塩
越
　
荒
屋
下
　
荒
屋
妻

浜
山
　
狐
森
　
浜
ノ
田
　
沖
ノ
田
　
屋
敷

田
　
木
戸
口
　
四
隅
池
　
上
狐
森
　
鳥
の

海
　
　

大
田
　
小
田
　
石
橋
　
松
山
　
下
向
坂

清
水
場
　
中
磯
　
砂
畑
　
カ
ウ
ヤ
　
ア
マ

ク
ラ
　
タ
カ
コ
ヤ

東
勝
楽
丁
　
田
町
上
丁
　
田
町
下
丁
　
竹

原
町
　
小
人
町
　
歩
行
町
　
川
原
町
　
川

原
町
後
　
表
町
上
丁
　
表
町
下
丁
　
山
根

町
　
細
越
町
　
裏
町
　
岩
瀬
町
　
下
岩
瀬

町
　
下
新
町
　
上
新
町
　
西
勝
楽
町
　
中

町
　
七
日
町
　
下
中
町
　
横
町
　
岩
瀬

勝
楽
　
岩
瀬
下
タ
野
　
上
菅
沢
　
水
ノ
目

沢
　
中
菅
沢
　
西
田
　
小
館
　
西
ノ
川
原
　

北
野
　
花
場
　
西
菅
沢
　
上
野
　
西
北

野
　
下
菅
沢
　
古
城
山
　
外
の
山
国
有
林
　

西
下
タ
野
　
花
場
下
　
小
勝
田
中
川
原
　

小
勝
田
下
川
原
　
小
勝
田
間
野
　
小
勝

田
下
村
　
小
勝
田
滝
の
沢
　
雲
然
荒
屋
敷

宮
ノ
後
　
武
蔵
野
　
男
坂
　
源
左
衛
門
野

春
山

仙
北
市

両
前
寺

金
浦

象
潟
町

象
潟
町
小
砂
川

角
館
町

田
沢
湖
生
保
内

田
沢
湖
田
沢

大
曲
通
町
　
大
曲
黒
瀬
町
　
大
曲
中
通
町
　

大
曲
丸
の
内
町
　
大
曲
白
金
町
　
大
曲

大
町
　
大
曲
上
大
町
　
大
曲
浜
町
　
大
曲

花
園
町
　
大
曲
栄
町
　
大
曲
上
栄
町
　
大

曲
金
谷
町
　
大
曲
須
和
町
一
丁
目
　
大
曲

須
和
町
二
丁
目
　
大
曲
須
和
町
三
丁
目

大
曲
福
住
町
　
大
曲
丸
子
町
　
大
曲
福
見

町
　
大
曲
戸
巻
町
　
大
曲
日
の
出
町
一
丁

目
　
大
曲
日
の
出
町
二
丁
目
　
大
曲
若
葉

町
　
大
曲
住
吉
町
　
大
花
町
　
朝
日
町

富
士
見
町
　
若
竹
町
　
佐
野
町
　
福
田
町
　

幸
町

愛
宕
　
稲
荷
中
島
　
大
浦
町
　
大
中
島

北
小
中
島
　
吉
中
島
　
元
道
巻
　
小
中
島
　

艮
　
中
前
田
　
中
町
頭
　
西
上
町
　
西

中
上
町
　
西
本
町
　
二
本
杉
　
東
本
町

町
頭
　
町
小
中
島
　
柳
中
島
　

新
町
　
二
日
町
　
六
日
町
　
高
畑
　
一
ノ

坪
　
九
日
町
　
柳
田
　
中
川
原
　
漆
原
　

茶
畑
　
野
口
前
　

本
町
　
愛
宕
町
　
清
光
院
後
　
屋
敷
尻
川

端
　
中
道
の
う
ち
三
十
九
番
地
の
一
か
ら

五
十
八
番
地
の
二
ま
で
　
愛
宕
下
の
う
ち

奥
羽
本
線
の
西
側
及
び
市
道
竹
花
線
の
東

側
の
区
域

刈
和
野
　

上
内
町
　
羽
黒
町
　
城
南
町
　
根
岸
町

城
山
町
　
本
町
　
蛇
の
崎
町
　
二
葉
町

城
西
町
　
幸
町
　
大
鳥
町
　
新
坂
町
　
台

所
町
　
明
永
町
　
大
町
　
四
日
町
　
鍛
冶

町
　
中
央
町
　
大
水
戸
町
　
平
城
町
　
田

中
町
　
寿
町
　
駅
前
町
　
前
郷
一
番
町

前
郷
二
番
町
　
神
明
町
　
平
和
町
　
清
川

町
　
南
町
　
横
山
町
　
朝
倉
町
　
旭
川
一

大
仙
市

横
手
市

角
間
川
町

長
野

北
長
野

刈
和
野

丁
目
　
旭
川
二
丁
目
　
旭
川
三
丁
目
　
本

郷
町
　
追
廻
一
丁
目
　
追
廻
二
丁
目
　
追

廻
三
丁
目
　
松
原
町
　
梅
の
木
町
　
三
枚

橋
一
丁
目
　
駅
南
一
丁
目
　
安
田
原
町

朝
日
が
丘
一
丁
目
　
朝
日
が
丘
二
丁
目

朝
日
が
丘
三
丁
目
　
朝
日
が
丘
四
丁
目
　

下
飛
瀬
　
梅
ノ
木
後
　
上
真
山
　
下
真
山

一
ノ
口
　
二
ノ
口
　
三
ノ
口
　
四
ノ
口

上
松
原
　
三
井
寺
　
大
乗
院
塚
　
上
在
家

鶴
谷
地
　
七
日
市
　
鶴
巻

七
日
市

堂
ノ
前
　
新
町
　
小
松
原
　
中
野
　

南
巻
　
西
野

谷
地
岸
　
ブ
ン
ナ
沢
　
八
王
寺
　
柳
堤
　

馬
場
　

郷
士
館
　
家
ノ
前
　
大
道
向
　
赤
坂
　
後

野
　

村
ノ
前

館
　
番
匠
田

関
合
　
関
合
村
西
　
関
合
南
町

上
和
野
　
下
和
野

田
町
　
館
石

川
目
　
荒
町
　
田
町
　
本
町
　
根
小
屋
　

立
石
　

縫
殿
　
七
日
町
　
関
ノ
口
　
上
関
ノ
口
　

中
町
　
本
町
　
石
神
　
田
町
　
新
町
　
上

横
手
町

前
郷

睦
成

杉
目

大
屋
新
町

婦
気
大
堤

安
田

赤
坂

赤
川

上
境

下
境

黒
川

金
沢

金
沢
本
町

増
田
町
増
田
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能
代
市
に
係
る
関
係
区
域
図
は
、
生
活
環
境
文
化
部
生
活
衛
生
課
及
び
山

本
地
域
振
興
局
福
祉
環
境
部
に
備
え
置
い
て
、
縦
覧
に
供
す
る
。

秋
田
県
告
示
第
百
四
号

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
六
条
第
三
項
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
国
土
調
査
と
し
て
指
定
し
た
の
で
、
同
条
第
五
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
公
示
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
七
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
（一）

調
査
の
種
類

地
籍
調
査

（二）

指
定
年
月
日

平
成
二
十
年
二
月
二
十
七
日

（三）

調
査
を
行
う
者
の
名
称

秋
田
市

（四）

調
査
地
域

秋
田
市
大
字
河
辺
北
野
田
高
屋
・
河
辺
和
田
・
河
辺
松
渕
の
各
一
部

（五）

調
査
期
間

平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

二
（一）

調
査
の
種
類

地
籍
調
査

（二）

指
定
年
月
日

平
成
二
十
年
二
月
二
十
七
日

（三）

調
査
を
行
う
者
の
名
称

横
手
市

（四）

調
査
地
域

横
手
市
大
字
大
森
町
の
一
部

（五）

調
査
期
間

平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

三
（一）

調
査
の
種
類

地
籍
調
査

（二）

指
定
年
月
日

平
成
二
十
年
二
月
二
十
七
日

（三）

調
査
を
行
う
者
の
名
称

町
　
土
肥
館
　
　
　

浅
舞
　
千
刈
田
　
覚
町
後
　
伊
勢
堂
　
蒋

沼
　
福
田
　
　

鰌
田
　
四
ッ
屋

下
佐
吉
開
　
十
文
字
　
通
町
　
本
町
　
栄

町
　
曙
町
　
西
上
　
宝
竜
一
丁
目
　
宝
竜

二
丁
目
　
西
原
一
番
町
　
西
原
二
番
町
　

宝
龍

西
原
　
佐
吉
開

海
道
下

荒
町
　
内
舘
町
　
新
町
　
中
野
　
両
神

愛
宕
町
一
丁
目
　
愛
宕
町
二
丁
目
　
愛
宕

町
三
丁
目
　
愛
宕
町
四
丁
目
　
愛
宕
町
五

丁
目
　
内
町
　
裏
門
一
丁
目
　
裏
門
二
丁

目
　
裏
門
三
丁
目
　
大
町
一
丁
目
　
大
町

二
丁
目
　
岡
田
町
　
御
囲
地
町
　
表
町
一

丁
目
　
表
町
二
丁
目
　
表
町
三
丁
目
　
表

町
四
丁
目
　
北
荒
町
　
幸
町
一
丁
目
　
桜

通
り
　
佐
竹
町
　
材
木
町
一
丁
目
　
材
木

町
二
丁
目
　
清
水
町
一
丁
目
　
清
水
町
二

丁
目
　
清
水
町
三
丁
目
　
清
水
町
四
丁
目
　

清
水
町
五
丁
目
　
清
水
町
六
丁
目
　
千

石
町
一
丁
目
　
千
石
町
二
丁
目
　
千
石
町

三
丁
目
　
千
石
町
四
丁
目
　
田
町
一
丁
目
　

田
町
二
丁
目
　
大
工
町
　
西
愛
宕
町

西
新
町
　
吹
張
一
丁
目
　
吹
張
二
丁
目

古
館
町
　
前
森
一
丁
目
　
前
森
二
丁
目

前
森
三
丁
目
　
前
森
四
丁
目
　
南
台
　
元

清
水
一
丁
目
　
元
清
水
二
丁
目
　
元
清
水

三
丁
目
　
元
清
水
四
丁
目
　
柳
町
一
丁
目
　

柳
町
二
丁
目
　
湯
ノ
原
一
丁
目
　
湯
ノ

原
二
丁
目
　
若
葉
町
　

湯
沢
市

平
鹿
町
浅
舞

平
鹿
町
醍
醐

十
文
字
町

十
文
字
町
仁
井

田十
文
字
町
腕
越

十
文
字
町
梨
木

稲
庭
　
三
嶋

大
舘
　
大
舘
上
山
王
　
大
舘
下
村
　
大
舘

下
山
王
　
大
舘
屋
布
前
　
大
田
面
　
大
掵

下
　
久
保
　
高
掵
下
　
万
九
郎
屋
布

旭
町
　
大
田
中
　
小
田
中
　
白
銀
町
　

尾
樽
部
　
苦
竹
　
渡
り
羽
　
栗
平
　
古
館
　

松
ノ
下
　
古
川

横
道
　
上
谷
地
　
上
田
表
　
上
前
田
　
砂

森
　
五
十
刈
　
赤
神
　
下
前
田
　
橋
場

岩
ノ
下
　
金
窪
　
山
崎

御
花
部
　
ム
ジ
シ
　
滝
ノ
沢
　
元
山
　
銀

山
　
大
川
岱
　
鉛
山
　
生
出
　
中
ノ
平

休
平
　
神
田

東
磯
ノ
目
　
西
磯
ノ
目
　
石
田
六
ケ
村
堰

添
　
稲
荷
前
　
上
町
　
下
タ
町
　
鵜
ノ
木
　

七
倉

奈
良
埼

雀
舘
下
川
原
　
中
川
原

樽
沢
　
堂
社

中
久
保
　
下
川
原
　
一
日
市
　
中
田
　
中

嶋
　
大
道
　
昼
根
下
　

大
町
　
往
還
南
　
小
安
門
　
岩
田
　
上
町
　

古
屋
敷
　
荒
町
　
赤
城
　
白
山
　
新
町
　

熊
野
　
八
百
刈
　
米
町
　
馬
町
　
西
高

方
町
　
琴
平
東
　
東
高
方
町
　
古
舘
　
安

楽
寺
　
馬
場
　
作
山
　
本
道
町
　
宝
門
清

水
　
古
舘
南
　
琴
平
西

下
明
子
　
中
明
子
　
下
村
　
沢
田
　
宮
崎
　

小
坂
町

五
城
目

町八
郎
潟

町美
郷
町

稲
庭
町

川
連
町

横
堀

小
坂
鉱
山

小
坂

十
和
田
湖

富
津
内
下
山
内

高
崎

上
樋
口

六
郷

野
中

上
明
子
　
雀
柳
　
上
村
　
押
切

馬
町
　
庚
塚
　
稲
荷
　
上
二
ツ
石
　
下
二

ツ
石

下
雀
柳
　
押
切

鑓
田

六
郷
東
根
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大
館
市

（四）

調
査
地
域

大
館
市
大
字
花
岡
町
・
粕
田
の
各
一
部

（五）

調
査
期
間

平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四
（一）

調
査
の
種
類

地
籍
調
査

（二）

指
定
年
月
日

平
成
二
十
年
二
月
二
十
七
日

（三）

調
査
を
行
う
者
の
名
称

男
鹿
市

（四）

調
査
地
域

男
鹿
市
五
里
合
大
字
中
石
の
一
部

（五）

調
査
期
間

平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

五
（一）

調
査
の
種
類

地
籍
調
査

（二）

指
定
年
月
日

平
成
二
十
年
二
月
二
十
七
日

（三）

調
査
を
行
う
者
の
名
称

潟
上
市

（四）

調
査
地
域

潟
上
市
大
字
天
王
の
一
部

（五）

調
査
期
間

平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
を
行
う
の
で
、
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和

二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
七
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
入
札
に
付
す
る
事
項

（一）

一
般
競
争
入
札
を
す
る
役
務
の
名
称
及
び
数
量

秋
田
県
消
防
学
校
清
掃
業
務
委
託
　
一
式

（二）

一
般
競
争
入
札
案
件
の
仕
様
等

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

（三）

履
行
期
間

平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

（四）

履
行
場
所

由
利
本
荘
市
岩
城
内
道
川
字
築
館
一
番
地
一
　
秋
田
県
消
防
学
校

二
　
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

（一）

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し
な
い
こ

と
。

（二）

当
該
一
般
競
争
入
札
に
係
る
入
札
説
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
こ

と
。

（三）

庁
舎
等
の
維
持
管
理
業
務
に
つ
い
て
の
一
般
競
争
入
札
及
び
指
名
競

争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
（
平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日

付
秋
田
県
告
示
第
三
一
五
号
）
第
五
条
に
お
け
る
庁
舎
維
持
管
理
業
者

登
録
名
簿
に
登
録
さ
れ
た
者
の
う
ち
、
清
掃
を
主
な
業
務
と
し
、
か
つ
、

契
約
履
行
が
可
能
な
地
域
が
全
県
一
円
又
は
由
利
地
域
振
興
局
管
内
で

あ
る
者

三
　
契
約
条
項
を
示
す
場
所
等

（一）

契
約
条
項
を
示
す
場
所
並
び
に
入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
の
交
付
場

所
郵
便
番
号
〇
一
八
―
一
三
〇
一
　
由
利
本
荘
市
岩
城
内
道
川
字
築
館

一
番
地
一

秋
田
県
消
防
学
校
総
務
班
（
電
話
〇
一
八
四
―
七
三
―
二
八
五
〇
）

（二）

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
の
交
付
方
法

秋
田
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
秋
田
県
条
例
第
二
十
九

号
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
県
の
休
日
を
除
き
、
平
成
二
十
年
三

月
十
日
（
月
）
か
ら
同
月
十
四
日
（
金
）
ま
で
の
午
前
九
時
か
ら
午
後

五
時
ま
で
の
間
、
（一）
に
掲
げ
る
場
所
で
交
付
す
る
。

四
　
入
札
執
行
の
日
時
及
び
場
所

（一）

平
成
二
十
年
三
月
二
十
一
日
（
金
）
午
前
十
一
時
　
秋
田
県
消
防
学

校
管
理
研
修
棟
二
階
視
聴
覚
室

（二）

郵
便
に
よ
る
入
札
書
の
受
領
期
限
及
び
提
出
場
所

平
成
二
十
年
三
月
二
十
一
日
（
金
）
午
前
十
一
時
　
三
（一）
に
掲
げ
る

場
所

五
　
そ
の
他

（一）

提
出
書
類
等

入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
者
は
、
二
（二）
の
実
績
を
有
す
る
こ
と
を
証

す
る
書
類
を
平
成
二
十
年
三
月
十
四
日
（
金
）
ま
で
に
三
（一）
に
掲
げ
る

場
所
に
提
出
し
、
当
該
書
類
に
関
し
説
明
を
求
め
ら
れ
た
場
合
は
、
こ

れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（二）

入
札
の
方
法

落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金

額
の
百
分
の
五
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
当
該
金
額
に
一
円

未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
を
切
り
捨
て
た
金
額
）

を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消

費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、

見
積
も
っ
た
契
約
希
望
金
額
の
百
五
分
の
百
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札

書
に
記
載
す
る
こ
と
。

（三）

入
札
の
無
効

秋
田
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
秋
田
県
規
則
第
四
号
）
第
百
六

十
六
条
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（四）

落
札
者
の
決
定
方
法

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を

し
た
者
を
落
札
者
と
す
る
。
た
だ
し
、
落
札
と
な
る
べ
き
同
価
の
入
札

を
し
た
者
が
二
名
以
上
あ
る
と
き
は
、
く
じ
に
よ
り
決
定
す
る
。

（五）

入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金

秋
田
県
財
務
規
則
第
百
六
十
条
か
ら
第
百
六
十
三
条
ま
で
及
び
第
百

七
十
七
条
か
ら
第
百
七
十
九
条
ま
で
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（六）

そ
の
他

詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
を
行
う
の
で
、
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和

二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
七
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
入
札
に
付
す
る
事
項

（一）

調
達
を
す
る
役
務
の
名
称
及
び
数
量

秋
田
県
消
防
学
校
給
食
業
務
委
託
　
一
式

（二）

調
達
案
件
の
仕
様
等

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

（三）

履
行
期
間

平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

（四）

履
行
場
所

由
利
本
荘
市
岩
城
内
道
川
字
築
館
一
番
地
一
　
秋
田
県
消
防
学
校
宿

泊
棟

二
　
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

（一）

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し
な
い
こ

と
。

（二）

百
人
以
上
の
給
食
業
務
を
受
託
し
た
実
績
を
有
す
る
こ
と
。

（三）

秋
田
県
内
に
本
社
、
支
社
又
は
営
業
所
を
有
す
る
こ
と
。

（四）

当
該
調
達
契
約
に
係
る
入
札
説
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

三
　
契
約
条
項
を
示
す
場
所
等

（一）

契
約
条
項
を
示
す
場
所
並
び
に
入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
の
交
付
場

所
郵
便
番
号
◯
一
八
―
一
三
〇
一
　
由
利
本
荘
市
岩
城
内
道
川
字
築
館

一
番
地
一

公
　
　
　
　
　
　
告
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秋
田
県
消
防
学
校
総
務
班
（
電
話
◯
一
八
四
―
七
三
―
二
八
五
〇
）

（二）

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
の
交
付
方
法

秋
田
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
秋
田
県
条
例
第
二
十
九

号
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
県
の
休
日
を
除
き
、
平
成
二
十
年
三

月
十
日
（
月
）
か
ら
同
月
十
四
日
（
金
）
ま
で
の
午
前
九
時
か
ら
午
後

五
時
ま
で
の
間
、
（一）
に
掲
げ
る
場
所
で
交
付
す
る
。

四
　
入
札
執
行
の
日
時
及
び
場
所

（一）

平
成
二
十
年
三
月
二
十
一
日
（
金
）
午
後
二
時
　
秋
田
県
消
防
学
校

管
理
研
修
棟
二
階
視
聴
覚
室

（二）

郵
便
に
よ
る
入
札
書
の
受
領
期
限
及
び
提
出
場
所

平
成
二
十
年
三
月
二
十
一
日
（
金
）
午
後
二
時
　
三
（一）
に
掲
げ
る
場

所

五
　
そ
の
他

（一）

提
出
書
類
等

入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
者
は
、
二
（二）
の
実
績
を
有
す
る
こ
と
を
証

す
る
書
類
を
平
成
二
十
年
三
月
十
四
日
（
金
）
ま
で
に
三
（一）
に
掲
げ
る

場
所
に
提
出
し
、
当
該
書
類
に
関
し
説
明
を
求
め
ら
れ
た
場
合
は
、
こ

れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（二）

入
札
の
方
法

落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金

額
の
百
分
の
五
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
当
該
金
額
に
一
円

未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
を
切
り
捨
て
た
金
額
）

を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消

費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、

見
積
も
っ
た
契
約
希
望
金
額
の
百
五
分
の
百
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札

書
に
記
載
す
る
こ
と
。

（三）

入
札
の
無
効

秋
田
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
秋
田
県
規
則
第
四
号
）
第
百
六

十
六
条
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（四）

落
札
者
の
決
定
方
法

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を

し
た
者
を
落
札
者
と
す
る
。
た
だ
し
、
落
札
と
な
る
べ
き
同
価
の
入
札

を
し
た
者
が
二
名
以
上
あ
る
と
き
は
、
く
じ
に
よ
り
決
定
す
る
。

（五）

入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金

秋
田
県
財
務
規
則
第
百
六
十
条
か
ら
第
百
六
十
三
条
ま
で
及
び
第
百

七
十
七
条
か
ら
第
百
七
十
九
条
ま
で
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（六）

そ
の
他

詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六

項
の
規
定
に
よ
り
、
秋
田
市
上
北
手
小
山
田
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り

役
員
の
退
任
及
び
就
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
七
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
退
任
理
事
の
住
所
及
び
氏
名

秋
田
市
上
北
手
小
山
田
字
小
山
田
百
三
十
二
番
地
　
　
　
松
本
　
重
春

〃
　
　
〃
　
　
　
　
　
字
桜
田
二
百
六
十
六
番
地
二
　
　
鎌
田
　
精
一

〃
　
　
上
北
手
大
杉
沢
字
藤
根
四
十
二
番
地
　
　
　
　
　
佐
藤
　
昭
夫

〃
　
　
上
北
手
大
戸
字
関
上
七
十
三
番
地
一
　
　
　
　
　
沢
田
石
修
二

〃
　
　
上
北
手
百
崎
字
石
川
百
五
番
地
一
　
　
　
　
　
　
鈴
木
　
正
美

〃
　
　
〃
　
　
　
　
字
境
田
百
三
十
一
番
地
　
　
　
　
　
武
藤
　
一
夫

〃
　
　
上
北
手
荒
巻
字
荒
巻
百
十
三
番
地
二
　
　
　
　
　
熊
谷
　
清
實

二
　
就
任
理
事
の
住
所
及
び
氏
名

秋
田
市
上
北
手
小
山
田
字
小
山
田
百
三
十
二
番
地
　
　
　
松
本
　
重
春

〃
　
　
〃
　
　
　
　
　
字
桜
田
二
百
六
十
六
番
地
二
　
　
鎌
田
　
精
一

〃
　
　
上
北
手
大
杉
沢
字
藤
根
三
十
四
番
地
　
　
　
　
　
手
塚
　
孝
志

〃
　
　
上
北
手
大
戸
字
関
上
二
百
十
八
番
地
一
　
　
　
　
佐
藤
　
宏
悦

〃
　
　
上
北
手
百
崎
字
石
川
百
五
番
地
一
　
　
　
　
　
　
鈴
木
　
正
美

〃
　
　
〃
　
　
　
　
字
境
田
百
三
十
一
番
地
　
　
　
　
　
武
藤
　
一
夫

〃
　
　
上
北
手
荒
巻
字
前
田
五
十
七
番
地
四
　
　
　
　
　
熊
谷
　
昇
作

三
　
退
任
監
事
の
住
所
及
び
氏
名

秋
田
市
上
北
手
小
山
田
字
桜
田
百
九
十
一
番
地
　
　
　
　
田
口
　
昌
春

〃
　
　
上
北
手
百
崎
字
石
川
十
四
番
地
四
　
　
　
　
　
　
松
本
　
俊
一

〃
　
　
〃
　
　
　
　
字
諏
訪
の
沢
百
二
十
九
番
地
　
　
　
佐
藤
　
　
章

四
　
就
任
監
事
の
住
所
及
び
氏
名

秋
田
市
上
北
手
大
杉
沢
字
家
ノ
前
三
十
一
番
地
　
　
　
　
手
塚
　
悦
夫

〃
　
　
上
北
手
大
戸
字
関
上
七
十
八
番
地
　
　
　
　
　
　
澤
田
石
文
男

〃
　
　
上
北
手
荒
巻
字
荒
巻
百
二
十
四
番
地
　
　
　
　
　
浅
利
　
　
進

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
計
画
を
定
め
た
の
で

同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
公
告
し
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
七
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

一
　
縦
覧
に
供
す
べ
き
書
類
の
名
称
　
県
営
土
地
改
良
事
業
（
大
沢
地
区
全

工
区
ほ
場
整
備
事
業
）
換
地
計
画
書
の
写
し

二
　
縦
覧
期
間
　
平
成
二
十
年
三
月
七
日
か
ら
同
年
四
月
四
日
ま
で

三
　
縦
覧
場
所
　
秋
田
市
河
辺
市
民
セ
ン
タ
ー

秋
田
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
一
号

庁
　
中
　
一
　
般

各

地

方

機

関

各

教

育

機

関

秋
田
県
教
育
庁
職
員
等
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う

に
定
め
る
。

平
成
二
十
年
三
月
七
日

秋
田
県
教
育
委
員
会
教
育
長
　
根
　
岸
　
　
　
均
　

秋
田
県
教
育
庁
職
員
等
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

秋
田
県
教
育
庁
職
員
等
服
務
規
程
（
昭
和
二
十
八
年
秋
田
県
教
育
委
員
会

訓
令
甲
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

九
　
地
方
公
務
員
法
第
二
十
六
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
高
齢
者
部
分

休
業

十
　
地
方
公
務
員
法
第
二
十
六
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
自
己
啓
発
等

休
業附

　
則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

秋
選
管
告
示
第
十
二
号

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
六
十
一
条
第
一
項
第

三
号
の
規
定
に
よ
り
個
人
演
説
会
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
を
次
の

と
お
り
指
定
し
た
旨
大
館
市
選
挙
管
理
委
員
会
か
ら
報
告
が
あ
っ
た
の
で
、

同
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
七
日

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
田
　
中
　
伸
　
一
　

平
成
十
三
年
三
月
二
日
（
号
外
第
一
号
）
掲
載
の
秋
田
県
規
則
第
八
号

（
水
道
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
）

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

施
設
の
名
称

大
館
市
城
西
児

童
セ
ン
タ
ー

施
　
設
　
の
　
所
　
在
　
地

大
館
市
城
西
町
八
番
一
号

指

定

年

月

日

平
成
二
十
年
二
月

二
十
日

教

育

委

員

会

訓

令

正
　
　
　
　
　
　
誤

ペ
ー
ジ
　
　
段
　
　
　
　
行
　
　
　
　
　
　
誤
　
　
　
　
　
　
　
正
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（
原
稿
誤
り
）

二
　
　
　
下
　
　
　
三
十
　
　
　
「
認
可
す
る
」
を
　
「
許
可
す
る
」
を

「
認
可
し
ま
す
」

「
許
可
し
ま
す
」

に
　
　
　
　
　
　
　
に

平
成
二
十
年
三
月
三
日
（
号
外
第
一
号
）
掲
載
の
秋
田
県
告
示
第
九
十
八

号
（
平
成
二
十
年
度
前
期
技
能
検
定
（
一
級
、
二
級
、
三
級
及
び
単
一
等
級
）

の
実
施

（
原
稿
誤
り
）

二
　
　
　
下
　
　
　
三
十
六
　
　
平
成
二
十
年
十
月
　
平
成
二
十
年
十
月

七
日
（
火
）

三
日
（
金
）



発

行

者

秋
　
　
田
　
　
県

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

購
読
料
金

一
月
三
千
六
百
七
十
五
円
（
税
込
）

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

印
　
刷
　
所

株
式
会
社
　
松
　
原
　
印
　
刷
　
社

電
話

八
七
六
六

F
A
X

〇
〇
〇
五

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

印
　
刷
　
者

松
　
　
原
　
　
繁
　
　
雄

（863）

（862）
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